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■はみだし情報　ボート名とオールのデザイン募集中！

市民の皆さんに利用していただくボートが誕生します。
ぜひ、名付け親になってください。
またオールのデザインも考えてみてくださいね。〆切は 4 月 30 日(火)
応募先　詳しいお問い合わせは　スポーツ振興課(内線 339)

FAX443-9033　Ｅメール　kocho@city.toda.saitama.jp

※ １は、一般家庭で月あたり 20 ㎥を使用した場合の

　 1 年間の料金です。

伊豆半島東海岸の中ほどにある戸田市の保養所「白田の湯」は、民間委託にとも
ない市外利用者も受け入れていくこととなりました。料金設定は下記の通りで6
月の宿泊からです。忙しい日々からひととき離れリフレッシュにいかがですか。

項　目 戸田市 蕨　市 川口市 鳩ヶ谷市

上下水道料金 ※１

職員の給料

（平均年齢）

29,100 38,928 42,204 44,088

353,375

（41.5）

383,500

（45.2）

380,300

（42.8）

378,300

（44.3）

４市の比較情報（単位：円）

粗大ゴミ１点 200 525 310 未実施

日経ビジネス（2/25号）

ふれあいカード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持
ちの方は宿泊料が免除されます。詳しくは生活安全課（内線225,262）まで。

市民・在勤者

と同居家族

市外利用者

12 歳以上 11 歳以下 未就学児
２，６５０円

（5,300 円）
必要に応じ

おしゃれなまちづくりを目指して昨年の 12 月に制定さ

れた『戸田市都市景観条例』が７月より施行されます。

この条例で特に注目すべき点は、全国的にも珍しい

「三軒協定」で、戸建てやマンション、商店街等、三軒以

上集まって、ガーデニングや外構などの景観づくりをし

ていただければ、市がその地区を認定し、応援するとい

う制度です。７月からスタートするこの制度を活用して、

あなたの住まいから四季を彩るおしゃれな景観づくりの

輪を戸田市いっぱいに広げていきませんか！

詳しくは「広報とだ（6 月 1 日号）」をご覧頂くか、

都市計画課（内線 320）にお問い合わせ下さい。

ボートの名称と、オールのこの部分に描くデザインを
戸田市で募集しています。

私のホームページからも応募できるようにしています。

私も

考えます！
２，５００円

（5,150 円）

３，９００円

（6,550 円）

３，７５０円

（6,400 円）

左記料金は、一人一泊され

る場合の宿泊料金です。

（　）内は夕食・朝食付き

の場合の料金です。

戸田市役所　電話番号　０４８（４４１）１８００

★ 4 市間の調整は最大市である川口市か、

　一番高いところに合わせる可能性があると考えられます。

★ 市民税の均等額は、現在戸田市では、2500円ですが、人口50万以

　 上の市になると 3000 円に増額されます。

★人口30万以上になると一定規模以上の事業所に事業税が課税されます。

★「日経ビジネス（2/25 号）」に将来（2030 年想定）も活力を維持

　する都市として　東京 23 区を含む 700 弱の都市の中で、

　戸田市は第 2 位にランキングされました。



戸田市の合併について、知りたいこと、疑問に思うこと、

賛成意見、反対意見等、お考えをお知らせ下さい。

FAX 048-441-3625　E-mail naoko@naoko-sai.to

（↑）朝日新聞　　　　　　　 （↓）埼玉新聞

読売新聞 産経新聞

（↓）毎日新聞

　戸田市の合併問題についてあなたはどんな考えをお持ちですか？
　まだまだ市民に合併についての情報が行届いていないうちに、
４市合併推進にむけた特別委員会の設置動議が３月８日に出さ
れ、13 対 13 と意見が割れたにもかかわらず反対討論の機会
もなく強引に議長採決で設置されましたが、選挙後の臨時議会
において廃止を望む動議を出し、14 対 13 で可決し白紙に戻
しました。この出来事は、まさに市民が声をあげていけば、変
えていけることの現れだと思います。
　今後、合併問題については、情報公開や意識調査、民意に即
した特別委員会の設置等を結論を設けずに進めていきたいと考
えています。
　（注）動議：会議中、予定の議案以外に討議したい事項を出す事


